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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．第97期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

        ２．第97期連結会計年度は連結貸借対照表のみを作成しているため、純資産額、総資産額、１株当たり純資産 

      額、自己資本比率、現金及び現金同等物の期末残高、及び従業員数のみを記載しております。 

     ３. 第98期中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はあ

      るものの中間純損失のため記載しておりません。 

４．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

５. 第98期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

回次 第96期中 第97期中 第98期中 第96期 第97期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

(1）連結経営指標等           

売上高（千円） － － 338,348 － － 

経常損失（千円） － － 168,025 － － 

中間（当期）純損失（千円） － － 177,032 － － 

純資産額（千円） － － 2,974,623 － 4,534,269 

総資産額（千円） － － 3,436,886 － 6,379,874 

１株当たり純資産額（円） － － 10.45 － 17.33 

１株当たり中間（当期）純損

失金額（円） 
－ － 0.68 － － 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

自己資本比率（％） － － 85.4 － 71.1 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － △231,354 － － 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － △509,654 － － 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
－ － 514,025 － － 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
－ － 133,136 － 360,119 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］ 

（人） 

－ 

[－] 

－ 

[－] 

23 

[8] 

－ 

[－] 

18 

[9] 



 （注）１．第96期中間会計期間、第96期事業年度及び第97期中間会計期間において持分法を適用した場合の投資利益又

は投資損失は生じておりません。 

２．第98期中より中間連結財務諸表を作成しているため、持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失、１株

当たり純資産額、１株当たり中間純利益金額、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッ

シュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の中間期末残高は記載しており

ません。 

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、新株予約権等の残高はあるものの中間（当

期）純損失のため記載しておりません。 

５．第98期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。  

回次 第96期中 第97期中 第98期中 第96期 第97期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等           

売上高（千円） 323,754 310,169 338,348 658,222 629,802 

経常損失（千円） 124,931 117,912 167,703 160,516 323,303 

中間（当期）純損失（千円） 120,357 170,947 176,698 250,554 389,666 

持分法を適用した場合の投資

利益又は投資損失（千円） 
－ － － － － 

資本金（千円） 273,598 442,723 1,869,100 442,723 1,619,200 

発行済株式総数（株） 171,921,261 195,064,111 280,926,165 195,064,111 261,634,827 

純資産額（千円） 207,521 240,600 2,734,757 413,553 2,375,749 

総資産額（千円） 542,352 507,577 3,033,886 675,715 2,736,874 

１株当たり純資産額（円） 1.21 1.23 － 2.12 9.08 

１株当たり中間（当期）純損

失金額（円） 
0.72 0.88 － 1.43 1.97 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
－ － － － － 

１株当たり配当額（円） － － － － － 

自己資本比率（％） 38.3 47.4 88.9 61.2 86.8 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△97,690 △137,335 － △171,733 △242,831 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△330 △46,803 － 2,796 △2,022,278 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
92,078 △1,248 － 395,606 2,356,241 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
33,375 80,601 － 265,988 357,119 

従業員数 

［外、平均臨時雇用者数］ 

（人） 

16 

[9] 

17 

[9] 

23 

[8] 

17 

[9] 

18 

[9] 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社グループから、グループ外への出向者を除く。）であり、臨時従業員は（ ）内

      に当中間連結会計期間の平均人数を外数で記載しております。 

 ２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。 

 ３．従業員数が前連結会計年度末に比べ、５名増加しましたのは、電機事業部門の強化増員及び投資事業部門の

拡大によるものであります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数（当社グループから、グループ外への出向者を除く。）は就業人員であり、臨時従業員は（ ）内

     に当中間会計期間の平均人数を外数で記載しております。 

２．従業員数が前期末に比べ、５名増加しましたのは、電機事業部門の強化増員及び投資事業部門の拡大によ

るものであります。 

  

(3）労働組合の状況 

 提出会社の労働組合は、提出会社従業員のみをもって組織とする単一組合であります。同組合は上部団体とし

て、「全国金属機械労働組合」に加盟しております。 

 平成18年９月30日現在組合員数は9名で、労使関係は極めて円満に維持されております。 

  平成18年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

電機事業 
13 

(8) 
  

投資事業 3   

全社（共通） 7   

合計 
23 

(8) 
  

  平成18年９月30日現在

 従業員数（名） 
23 

(8) 
  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

 当社の連結対象会社の支配権獲得日が前連結会計年度末日となっているため、当中間連結会計期間より、中間連結

財務諸表を作成しております。従って前年同期との比較分析は行っておりません。（以下「（2）キャッシュ・フロ

ー」及び「２ 生産、受注及び販売の状況」においても同じ。）  

   (1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、企業収益の改善、民間設備投資の増加などがみられ、景気の継続

的回復基調が見られましたものの、原油価格の高止まりなどにより、一部不透明感も漂っております。 

 当社グループ（当社及び連結子会社）を取り巻く環境におきましては、民間企業の設備投資の増加はあるもの

の、市場規模の小さい当業界の中で価格競争の激化、材料の値上げ要請に歯止めがかからず引続き厳しい状況下に

あります。 

 このような状況の中で、当中間連結会計期間における当社グループの売上高は3億3千8百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

（電機事業） 

 電機事業におきましては、産業用照明器具群が2億5千4百万円、電気工事材群が7百万円、制御機器群は7千6百万

円となりました。同業他社の低価格攻勢は激しいものの、選別受注・販売の更なる徹底を図ったことで、売上総利

益8千2百万円となり粗利24.5％を確保しました。 

  

（投資事業）  

 投資事業におきましては、匿名組合を通じて株式会社サクラダに再生スポンサーとして出資しており、同社の優

先株式を所有しております。この優先株式については、将来的には普通株式に転換して市場に売却することにより

利益の実現を図り、キャッシュ・フローの創造を行ってまいります。 

  

 この結果、営業利益につきましては1億5千8百万円の営業損失、経常利益につきましては1億6千8百万円の経常損

失となり、中間純損益につきましては、中間純損失1億7千7百万円となりました。 

   (2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億2千6百万円減少し、1億3千3

百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、2億3千百万円の収支マイナスとなりました。 

これは粗利益率の改善と経費の削減に努めたものの、黒字化には至らず、１億5千8百万円の営業損失を計上したこ

とが主な要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 主に投資有価証券の取得により5億9百万円の収支マイナスとなりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 新株予約権の行使による増資等により、5億1千4百万円の収支プラスとなりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格に基づいており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格に基づいております。 

２．当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のと

おりであります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 

  産業用照明器具群 243,342 

電機事業 電気工事材群 7,178 

  制御機器群 30,218 

  投資事業  ― 

合計 280,738 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 
受注残高 
（千円） 

  産業用照明器具群 238,841 54,639 

電機事業 電気工事材群 9,586 2,342 

  制御機器群 76,338 33,741 

   投資事業  ― ― 

合計 324,765 90,722 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 

  産業用照明器具群 254,963 

電機事業 電気工事材群 7,257 

  制御機器群 76,127 

   投資事業  ― 

合計 338,348 

相手先 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年9月30日） 

金額 (百万円) 割合（％） 

  ㈱タイワデンキ 42,637 12.6 

   牧電気商事㈱ 36,853 10.8 



３【対処すべき課題】 

民間設備投資に明るさは見え始めたものの、原油価格の高止まりなどで、当社グループの業界は、依然として厳しい

状況が続いております。また、同業他社との間での価格競争も一層激しさを増す環境下で、当社グループは次の課題

に最優先で取組んでまいります。 

当中間連結会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題は次のとおりです。 

①従来製品の改良を進める。 

②当社グループは継続的に営業損失が発生しており、資金繰りは赤字となっております。下半期においても新株  

予約権の行使による資金調達にて営業活動に際し必要な資金を確保いたします。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約はありません。 

５【研究開発活動】 

   電機事業 

産業用照明器具群 

 新製品の開発や高品位商品への改良は、将来の収益基盤となる商品造りとして重要な課題と認識をしておりま

す。当中間連結会計期間におきましては、新型防爆電路配管器具の改良に着手しております。当中間連結会計期間

の研究開発費の総額は487千円となっております。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使に

より発行された株式数は含まれておりません。 

        

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 1,040,000,000 

計 1,040,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月19日） 

上場証券取引所名 内容 

普通株式 280,926,165 280,926,165 
東京証券取引所 

市場第二部 
－ 

計 280,926,165 280,926,165 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法に基づき発行した新株予約権（ストックオプション）は、次のとおりであります。 

① 平成14年６月27日定時株主総会決議 

（注）１． 当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、

次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利

行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた

場合は、これを切り捨てるものとします。 

  

    ２． 払込金額は、株式の分割または併合が行われる場合、上記払込み金額は分割または併合の比率に応じ次の

算式により調整されるものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。 

  また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。）ま

たは自己株式の処分が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げます。 

  

      ３．ア 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社ならびに当社関連会社の取締役、監査 

  役もしくは従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な  

  理由のある場合はこの限りではありません。 

イ 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認められないものとします。 

     ただし、例外として取締役会の承認を条件として、新株予約権を譲渡することができます。 

ウ 権利行使期間中に死亡した割当てを受けた者の相続人は、１名に限り権利を承継することができます。 

               ただし、再承継はできません。 

エ その他の権利行使の条件については、平成14年６月27日開催の定時株主総会および新株予約権発行の取  

  締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権付与契約」  

    で定めるところによります。 

  

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 14,822 14,822 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
14,822,000 

        （注）１ 

14,822,000 

        （注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
１株当たり23 

 （注）２ 

１株当たり23 

 （注）２ 

新株予約権の行使期間 
平成14年７月15日から 

平成24年５月31日まで 

平成14年７月15日から 

平成24年５月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 

 発行価格    23 

 資本組入額   12 

 発行価格    23 

 資本組入額   12 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ （注）３ 

代用払込みに関する事項 －  －  

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率

調整後払込金額 ＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の割合 

       新規発行 

（処分）株式数 
× １株あたりの払込金額 

     
既発行株式数＋

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行（処分）株式数 
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 （注）１．本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、行使価額（以下に定義）に割当株式数を乗じた額と

する。 

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を

移転する場合における株式1株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）は、当初、54円とする。 

２．第３項に従い、行使価額の調整がなされた場合、割当株式数は、次の算式により調整される。但し、１株未

満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価

額とする。 

３．行使価額は、本新株予約権の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普通

株式を発行し又は処分する場合には（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は

当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使

による場合を除く。）、次の算式により調整される。尚、次の算式において「既発行株式数」は当社の発行

済株式総数（但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く）をいう。 

さらに、行使価額は、当社普通株式の分割・併合等一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

４．本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権の行使の請求（以下「行使請求」という。）が行われた

日において、行使請求が行われた日の前日（以下「決定日」という。）までの５連続取引日（ただし、株式

会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）がない日は除き、決定日

が取引日でない場合には、決定日の直前取引日までの４連続取引日とする。以下「時価算定期間」とい

う。）の各取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）

の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げる。）に修正

（以下、修正された行使価額を「修正後行使価額」という。）される。但し、かかる算出の結果、修正後行

使価額が81円（以下「上限行使価額」という。但し、第3項による調整を受ける。）を上回ることとなる場

合には、修正後行使価額は上限行使価額とし、修正後行使価額が27円（以下「下限行使価額」という。但

し、第3項による調整を受ける。）を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

なお、時価算定期間内に、行使価額の調整事由が生じた場合には、修正後行使価額は、本新株予約権の要項

に従い当社が適当と判断する値に調整される。 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 4.2282 4.2282 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

  新株予約権の目的となる株式の数（株） 
782,999 

 (注）2 

782,999 

 (注）2 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり27.00（注）1,3,4 １株当たり29.90（注）1,3,4 

新株予約権の行使期間 
平成18年2月14日から 

平成22年2月10日まで 

平成18年2月14日から 

平成22年2月10日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格      27.00 

資本組入額     13.50 

発行価格      27.00 

資本組入額     13.50 

新株予約権の行使の条件 一括行使のほか部分行使ができる 一括行使のほか部分行使ができる 

新株予約権の譲度に関する事項 当社取締役会の承認を要す 当社取締役会の承認を要す 

代用払込みに関する事項   －    －  

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

    

既発行株式数 ＋
新発行・処分株式数 × １株当たりの発行・処分価額

調整後 
行使価額 

＝ 
調整前
行使価額 

× 
1株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 
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 （注）１．本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、10,000,000円とする。本新株予約権の行使により当

      社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転する場合における株式１

      株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）は、当初、42円とする。 

  

２．第3項又は第4項に従い、行使価額の調整又は修正がなされた場合、割当株式数は、次の算式により調整さ

れる。但し、１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価

額又は第4項に定める行使価額及び修正後行使価額とする。 

３．行使価額は、本新株予約権の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普

通株式を発行し又は処分する場合には（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券

又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又

は行使による場合を除く。）、次の算式により調整される。尚、次の算式において「既発行株式数」は当

社の発行済株式総数（但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く）をいう。 

さらに、行使価額は、当社普通株式の分割・併合等一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

４．本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権の行使の請求（以下「行使請求」という。）が行われ

た日において、行使請求が行われた日の前日（以下「決定日」という。）までの５連続取引日（ただし、

株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）がない日は除き、

決定日が取引日でない場合には、決定日の直前取引日までの４連続取引日とする。（以下「時価算定期

間」という。）の各取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表

示を含む）の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げ

る。）に修正（以下、修正された行使価額を「修正後行使価額」という。）される。但し、かかる算出の 

結果、修正後行使価額が63円（以下「上限行使価額」という。但し、第3項による調整を受ける。）を上回

ることとなる場合には、修正後行使価額は上限行使価額とし、修正後行使価額が21円（以下「下限行使価

額」という。但し、第3項による調整を受ける。）を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行

使価額とする。なお、時価算定期間内に、行使価額の調整事由が生じた場合には、修正後行使価額は、本

新株予約権の要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。 

５．新株予約権の目的となる株式数は、行使請求に際して払込をなすべき額（10,000,000円/個）を行使価格

（事業年度末現在および提出日の前月末現在）で除して得られる最大整数とする。 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 31 31 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
13,247,862 

         （注）2,5 

14,761,904 

         （注）2,5 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり23.40（注）1,3,4 １株当たり21.00（注）1,3,4 

新株予約権の行使期間 
平成18年3月23日から 

平成19年3月23日まで 

平成18年3月23日から 

平成19年3月23日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    23.40 

資本組入額   11.70  

発行価格    21.00 

資本組入額   10.05  

新株予約権の行使の条件 
新株予約権1個の一部行使は

不可 

新株予約権1個の一部行使は

不可 

新株予約権の譲度に関する事項 当社取締役会の承認を要す 当社取締役会の承認を要す 

代用払込みに関する事項   －  －  

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

    

既発行株式数 ＋

新発行・処分株式数 × １株当たりの発行・処分価

額 

調整後 
行使価額 

＝ 
調整前 
行使価額 

× 
1株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 
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（注）１．本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、10,000,000円とする。本新株予約権の行使により当  

     社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転する場合における株式1株 

     あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）は、当初、42円とする。 

２．第3項又は第4項に従い、行使価額の調整又は修正がなされた場合、割当株式数は、次の算式により調整され 

 る。但し、１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額又

は第4項に定める行使価額及び修正後行使価額とする。 

３．行使価額は、本新株予約権の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普通株

式を発行し又は処分する場合には（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社

普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使による

場合を除く。）、次の算式により調整される。尚、次の算式において「既発行株式数」は当社の発行済株式総

数（但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く）をいう。 

さらに、行使価額は、当社普通株式の分割・併合等一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

４．本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約権の行使の請求（以下「行使請求」という。）が行われた日

において、行使請求が行われた日の前日（以下「決定日」という。）までの５連続取引日（ただし、株式会社

東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）がない日は除き、決定日が取引

日でない場合には、決定日の直前取引日までの４連続取引日とする。（以下「時価算定期間」という。）の各

取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む）の平均値の

90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り上げる。）に修正（以下、修正

された行使価額を「修正後行使価額」という。）される。但し、かかる算出の 

結果、修正後行使価額が54円（以下「上限行使価額」という。但し、第3項による調整を受ける。）を上回るこ

ととなる場合には、修正後行使価額は上限行使価額とし、修正後行使価額が18円（以下「下限行使価額」とい

う。但し、第3項による調整を受ける。）を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とす

る。なお、時価算定期間内に、行使価額の調整事由が生じた場合には、修正後行使価額は、本新株予約権の要

項に従い当社が適当と判断する値に調整される。 

５．新株予約権の目的となる株式数は、行使請求に際して払込をなすべき額（10,000,000円/個）を行使価格（事

業年度末現在および提出日の前月末現在）で除して得られる最大整数とする。 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 151 151 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
64,529,914 

          （注）2,5 

77,835,051 

         （注）2,5 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり23.40（注）1,3,4 １株当たり19.40（注）1,3,4 

新株予約権の行使期間 
 平成18年3月23日から 

 平成19年3月23日まで 

平成18年3月23日から 

平成19年3月23日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

 発行価格    23.40 

 資本組入額   11.70  

発行価格    19.40 

資本組入額    9.70  

新株予約権の行使の条件 
新株予約権1個の一部行使は

不可 

新株予約権1個の一部行使は

不可 

新株予約権の譲度に関する事項 当社取締役会の承認を要す 当社取締役会の承認を要す 

代用払込みに関する事項  －  －  

調整後割当株式数 ＝ 
調整前割当株式 × 調整前行使価額 

調整後行使価額 

    

既発行株式数 ＋

新発行・処分株式数 × １株当たりの発行・処分価

額 

調整後 
行使価額 

＝ 
調整前 
行使価額 

× 
1株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）新株予約権の行使による増加であります。 

  

(4）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年４月１日～

平成18年９月30日 

 （注）

19,291 280,926,165 249,899 1,869,100 249,899 1,646,752 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式数
に対する所有
株式数の割合
（％） 

パビイリオン インベストメント グ

ループ  リミテッド        

(常任代理人 大木基至) 

Commence Chambers,RoadTown,Tortola,British

 Virgin Islands 

 (神奈川県津久井郡藤野町吉野１７７８) 

19,291 6.87 

 コンパス パートナーズ リミテッド  

 (常任代理人 スタンダードチャー

タード銀行) 

 P.O.Box９３３,RoadTown,Tortola,British Vi

rgin Islands 

 （東京都千代田区永田町２丁目11番１号 

 山王パークタワー ） 

14,446 5.14 

 プレミアム ベンチャーズ インベ

ストメント リミテッド 

(常任代理人 みずほコーポレート

銀行) 

 P.O.Box３１５２,RoadTown,Tortola,Britis

h Virgin Islands 

 （東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

8,900 3.17 

 プレミアム ベンチャーズ インベ

ストメント リミテッド 

  (常任代理人 スタンダードチャ

ータード銀行) 

 P.O.Box３１５２,RoadTown,Tortola,Britis

h Virgin Islands 

  （東京都千代田区永田町２丁目11番１号 

  山王パークタワー ） 

6,806 2.42 

 大和證券 株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６番４号 5,651 2.01 

日本証券金融 株式会社 東京都中央区茅場町１丁目２番１０号 4,825 1.72 

株式会社 バネット 東京都世田谷区経堂５丁目１３番１０号 3,429 1.22 

大阪証券金融 株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４番６号 2,846 1.01 

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュ

リティーズ リミテッド      

(ビーエヌピーパリバ証券会社) 

東京都千代田区大手町１丁目７番２号 

東京サンケイビル 
2,830 1.01 

世古克己 大阪府大阪市都島区 1,512 0.54 

計 －   70,536 25.11 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。 

２．上記「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が172千株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数172個が含まれております。 

３．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式695株が含まれております。 

②【自己株式等】 

 （注）１．上記のほか、株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に保有していない株式が1,000株（議決

権の数1個）あります。なお、当該株式数は上記の「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に 

含まれております。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

 （１）役員の異動 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（注）１ 
普通株式   66,000 － － 

完全議決権株式（その他）（注）２ 普通株式 280,724,000 280,724 － 

単元未満株式 普通株式   136,165 － 
１単元（1,000株）

未満の株式 

発行済株式総数 280,926,165 － － 

総株主の議決権 － 280,724 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有 
株式数（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

森電機株式会社 
東京都港区高輪 

二丁目15番８号 
66,000 － 66,000 0.02 

計   66,000 － 66,000 0.02 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 44 41 34 39 35 31 

最低（円） 34 30 28 29 29 24 

新 役 名 新 職 名 旧 役 名  旧 職 名 氏  名 異動年月日 

取 締 役 総務部長  取 締 役 －  永 井  卓  平成18年10月25日 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

(3）当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、中間連結財務諸表の作成初年度である

ため、以下に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャ

ッシュ・フロー計算書については、前中間連結会計期間との対比は行っておりません。また、前連結会計年度（平

成17年4月1日から平成18年3月31日まで）は、連結対象会社の支配権獲得日が前連結会計年度末日であったため、 

連結貸借対照表のみを作成しており、前連結会計年度の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書との対

比は行っておりません。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期

間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表について明誠監査法人により中間監査を受けてお

ります。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   133,136 360,119 

２．受取手形及び売掛金 ※４  224,365 206,514 

３．たな卸資産   104,433 101,408 

４．その他 ※５  12,518 24,732 

貸倒引当金   △248 △219 

流動資産合計   474,205 13.8 692,554 10.9

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１  26,389 27,020 

２．無形固定資産   2,195 2,195 

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※２  2,913,728 5,655,863 

(2）長期滞留債権   199,739 199,739 

(3）その他   37,588 19,472 

貸倒引当金   △216,962 △216,972 

投資その他の資産合計   2,934,094 5,658,103 

固定資産合計   2,962,680 86.2 5,687,319 89.1

資産合計   3,436,886 100.0 6,379,874 100.0

      
 



    
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び買掛金 ※４  183,380 171,197 

２．賞与引当金   1,900 1,900 

３．その他   44,340 107,081 

流動負債合計   229,621 6.7 280,178 4.4

Ⅱ 固定負債     

１．繰延税金負債   162,852 1,482,401 

２．退職給付引当金   22,833 27,075 

３．役員退職慰労引当金   41,695 39,563 

４．新株予約権   ― 7,045 

５．その他   5,260 6,340 

固定負債合計   232,641 6.8 1,562,425 24.5

負債合計   462,263 13.5 1,842,604 28.9

      
 



    
当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（少数株主持分）     

少数株主持分   ― 3,000 0.0

      

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   ― 1,619,200 25.4

Ⅱ 資本剰余金   ― 1,396,852 21.9

Ⅲ 利益剰余金   ― △640,221 △10.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金   ― 2,159,862 33.8

Ⅴ 自己株式   ― △1,423 △0.0

資本合計   ― 4,534,269 71.1

負債、少数株主持分及び資本 
合計 

  ― 6,379,874 100.0

      
（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本             

 １．資本金    1,869,100 54.4  ―   

 ２．資本剰余金    1,646,752 47.9  ―   

 ３．利益剰余金    △817,253 △23.8  ―   

 ４．自己株式    △1,497 △0.0  ―   

  株主資本合計    2,697,101 78.5  ―   

Ⅱ 評価・換算差額等            

 １．その他有価証券評価差額金   237,276 6.9  ―   

  評価・換算差額等合計   237,276 6.9  ―   

Ⅲ 新株予約権   37,245 1.0  ―   

Ⅳ 少数株主持分   3,000 0.1  ―   

純資産合計   2,974,623 86.5  ―   

負債純資産合計   3,436,886 100.0  ―   

        



②【中間連結損益計算書】 

    
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   338,348 100.0

Ⅱ 売上原価   255,546 75.5

売上総利益   82,801 24.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 241,587 71.4

営業損失   158,785 △46.9

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息   13

２．受取配当金   193

３．受入出向料   1,140

４．その他   291 1,638 0.5

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息   339

２．株式交付費   9,790

３．社債発行費等   485

４．その他   262 10,879 3.3

経常損失   168,025 △49.7

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入   10

２．賞与引当金戻入   1,900 1,910 0.6

Ⅶ 特別損失   

１．減損損失 ※２ 9,654 9,654 2.8

税金等調整前 
中間純損失 

  175,769 △51.9

法人税、住民税    
及び事業税 

  1,262 0.4

中間純損失   177,032 △52.3

    



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
1,619,200 1,396,852 △640,221 △1,423 2,374,407 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 249,899 249,899     499,799 

中間純利益     △177,032   △177,032 

自己株式の取得       △74 △74 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
249,899 249,899 △177,032 △74 322,693 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
1,869,100 1,646,752 △817,253 △1,497 2,697,101 

 

評価・換算 
差額等 

新株予約権
少数株主
持分 

純資産合計 
その他有価証
券評価差額金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
2,159,862 7,045 3,000 4,544,315 

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行       499,799 

中間純利益       △177,032 

自己株式の取得       △74 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△1,922,585 30,200 ― △1,892,385 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△1,922,585 30,200 ― △1,569,692 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
237,276 37,245 3,000 2,974,623 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前中間純損失 △175,769

減価償却費 630

減損損失 9,654

貸倒引当金の増加額（減少△） 19

退職給付引当金の増加額（減少△） △4,242

役員退職慰労給付引当金の増加額（減少△） 2,132

受取利息及び受取配当金 △206

支払利息 339

社債発行費等 485

株式交付費 9,790

売上債権の減少額（増加△） △17,851

たな卸資産の減少額（増加△） △3,025

仕入債務の増加額（減少△） 12,183

その他流動資産の減少額（増加△） 12,213

その他固定資産の減少額（増加△） △18,116

その他流動負債の増加額（減少△） △56,956

小計 △228,719

利息及び配当金の受取額 206

利息の支払額 △339

法人税等の支払額 △2,502

営業活動によるキャッシュ・フロー △231,354

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △9,654

投資有価証券の取得による支出 △500,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △509,654

 



  
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

新株発行による収入 490,000

新株予約権の発行による収入 40,000

自己株式の取得による支出 △74

社債発行費等の支出 △5,751

株式交付費の支出 △9,069

その他 △1,080

財務活動によるキャッシュ・フロー 514,025

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △226,983

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 360,119

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 133,136

  



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 サクラダ・ホールディングス有限責任中間法人を連結対

象として、中間連結貸借対照表及び中間連結損益計算書・

中間連結株主資本等変動計算書並びに中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書を作成しております。 

 当中間連結会計期間においては製品の改良改善や生産効

率の向上に努め原価低減を図るとともに、経営基盤の安定

 当連結会計年度は、新たに連結対象となったサクラダ・

ホールディングス有限責任中間法人の支配獲得日が当連結

会計年度末であり、貸借対照表のみが連結対象であるため

連結貸借対照表のみ作成しており、連結損益計算書及び連

結剰余金計算書並びに連結キャッシュ・フロー計算書は作

成しておりません。 

を図るため、新株予約権行使による増資を実施致しまし

た。しかし、連結損益計算書においては、個別における営

業損失の計上のため、当中間期においても1億5千8百万円の

営業損失を計上しております。また、営業キャッシュ・フ

ローも毎期継続的にマイナスとなっており、当中間期も2億

3千百万円のマイナスとなっております。 

  このような状況により、当社は継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。 

当社は当該状況を解消すべく下記の通り対応しておりま

す。従いまして、財務諸表は継続企業を前提に作成されて

おり、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。 

 記 

 １．経営計画の目的と施策 

  ①財務体質の改善のため資本増強及び固定費の削減 

  ・生産委託の本格推進と社内生産の更なる効率化によ  

   り、製造労務費を引き続き削減してまいります。 

  ・懸念される材料費の上昇に対しては、製品の改良改善

   や生産の合理化に努め原価低減を図ってまいります。

  ・全社の組織及びシステムの再検討を行い、組織の効率

   化と強化を推進してまいります。 

  ②電機事業の再構築 

  ・高付加価値商品販売の積極的推進 

 付加価値商品である省エネ照明器具の販売に注力し

ており、産業用照明機器群の単体ベースでの当該年度

の売上高は、対前年同期比18.9％増加致しました。し

かし、制御機器群は対前年同月比81.5％となっており

ます。今後とも高付加価値商品については、新規技術

の導入を検討し、積極的に販売戦略を展開してまいり

ます。 

  ・得意分野へのノウハウの活用 

 当社の創業以来の商品である産業用照明機器群は多

大なノウハウが蓄積されており、このノウハウを活か

し他社の商品開発（OEM商品）や現行の商品の改良改

善を積極的に行って高品位商品の提供を継続し、顧客

満足度の向上に努めながら、受注拡大を図ってまいり

ます。     

  しかし、個別財務諸表においては、毎期継続的に多額の

営業損失を計上しており、当事業年度末も3億9百万円の営

業損失を計上しております。また、営業キャッシュフロー

も毎期継続的に多額のマイナスとなっており、当事業年度

末も2億4千2百万円のマイナスとなっております。 

  このような状況により、当社は継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。 

当社は当該状況を解消すべく下記の通り対応しておりま

す。従いまして、財務諸表は継続企業を前提に作成されて

おり、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。 

 記 

 １．経営計画の目的と施策 

  ①財務体質の改善のための固定費の削減 

  ・生産委託の本格稼動と社内生産の効率化により、製造

   労務費を引き続き削減してまいります。 

  ・今後も懸念される材料費の上昇に対しては、製品の改

   良改善や生産効率の向上に努め原価低減を図ってまい

   ります。 

  ・全社の組織及びシステムの再検討を行い、組織の効率

   化と強化を推進してまいります。 

  ②電機事業の再構築 

  ・高付加価値商品販売の積極的推進 

 高付加価値商品である省エネ照明器具の販売に注力

しておりますが、単体ベースでの当該年度の産業用照

明機器群の売上高は、対前年同期比9.4％の減少であ

りました。また、制御機器群は12.8％の増加となって

おります。今後とも高付加価値商品を積極的に販売し

てまいります。 

  ・得意分野へのノウハウの活用 

 当社の創業以来の商品である産業用照明機器群は多

大なノウハウが蓄積されており、このノウハウを活か

し他社の商品開発（OEM商品）や現行の商品の改良改

善を積極的に行い、受注に繋げて売上高の拡大を図り

ます。 

 



当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

   ③事業再生投資の早期収益化 

  事業再生投資につきましては、当社は匿名組合を通

じて株式会社サクラダに再生スポンサーとして出資し

ており、同社の優先株式を所有しております。この優

先株式については、将来的には普通株式に転換して市

場に売却することにより利益の実現を図り、キャッシ

ュ・フローの創造を行ってまいります。 

   ③事業再生投資の早期収益化 

 事業再生につきましては、当社は匿名組合を通じて

株式会社サクラダに再生スポンサーとして出資してお

り、同社の優先株式を所有しております。この優先株

式については、将来的には普通株式に転換して市場に

売却することにより利益の実現を図ってまいります。

  <当社グループ経営計画の概要> 

    （計画期間は平成18年４月から平成19年３月） 

                                    （単位：百万円） 

  

  平成18年度（平成18年４月から平成19年３月）の計画に

おいては、未だ残念ながら営業損失の継続発生が予想され

ますが、当社グループ一丸となり、なるべく早期に黒字へ

の転換がはかれるよう努力してまいります。 

  

２．資金繰りについて 

  当社グループは、継続的に営業損失が発生しており、資

金繰りは赤字となっておりました。 

当中間期における現金および現金同等物の残高は1億3千3百

万円であり、下半期においても、新株予約権の行使による

資金調達にて、営業活動に際し必要な資金を確保いたしま

す。 

  
平成18年度 

上期実績 

平成18年度 

下期計画 

平成18年度 

通期見込 

 売上高 338 338 676

 営業利益 △158 △157 △315

 経常利益 △168 △170 △338

 当期純利益 △177 △169 △346

 <当社グループ経営計画の概要> 

 （計画期間は平成18年４月から平成19年３月） 

（単位：百万円） 

  

  平成18年度（平成18年４月から平成19年３月）の計画に

おいては、未だ残念ながら営業損失の継続発生が予想され

ますが、当社グループ一丸となり、なるべく早期に黒字へ

の転換がはかれるよう努力してまいります。 

  

２．資金繰りについて 

 当社グループは従前、継続的に営業損失が発生してお

り、資金繰りは赤字となっておりました。当事業年度にお

きましては、新株予約権等の発行・行使により、総額23億6

千万円の資金調達を行った結果、単体ベースでの平成18年

度期初における現金および現金同等物の残高は3億5千7百万

円となり、同年度営業活動に際し必要な資金は確保されて

おります。 

  
平成18年度 

上   期 

平成18年度 

下   期 

平成18年度 

通   期 

 売上高 310 330 640

 営業利益 △100 △110 △210

 経常利益 △115 △120 △235

 当期純利益 △120 △130 △250



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数 1社 

 サクラダ・ホールディングス有限責任

中間法人 

 連結子会社の数 1社 

 サクラダ・ホールディングス有限責任

中間法人 

 サクラダ・ホールディングス有限責任

中間法人については、同社が営業者であ

る匿名組合に対し当社が単独で匿名組合

出資を行っていることから、当該匿名組

合の権利義務及び損益等のリスクを実質

的に当社が負担していると認められるた

め、当連結会計年度から連結の範囲に含

めております。 

 なお、連結対象年度の支配権獲得日が

連結会計年度末であるため、貸借対照表

のみが連結対象となっております。 

２．持分法の適用に関する事項  持分法を適用していない関連会社（㈱

グッドコック）は、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の対象から除

いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲から除外

しております。 

 持分法を適用していない関連会社（㈱

グッドコック）は、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重要性がな

いため、持分法の適用範囲から除外して

おります。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

 連結子会社である、サクラダ・ホール

ディングス有限責任中間法人の中間決算

日は8月31日であります。中間連結財務

諸表の作成にあたっては、中間連結決算

日現在で本決算に準じた仮決算を行った

財務諸表を基礎としております。 

 連結子会社である、サクラダ・ホール

ディングス有限責任中間法人の決算日は

２月28日であります。連結財務諸表の作

成にあたっては、連結決算日現在で本決

算に準じた仮決算を行った財務諸表を基

礎としております。 

４．会計処理基準に関する事項    

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 イ. 有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております）  

 時価のないもの 

   移動平均法による原価法  

 ロ. たな卸資産 

  商品………先入先出法による原価法 

  製品・仕掛品・材料     

        ………移動平均法による原価法 

  貯蔵品……最終仕入原価法   

 イ. 有価証券 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定しております）  

 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

 ロ. たな卸資産 

  商品………先入先出法による原価法 

  製品・仕掛品・材料 

   ………移動平均法による原価法 

  貯蔵品……最終仕入原価法 

 



項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 イ.有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

  建       物 10～60年 

  機 械 及 び 装 置 ５～12年 

  車 輌 運 搬 具 ４～６年 

  工具器具 及び 備品 ２～15年 

 イ.有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

 建       物 10～60年 

 機 械 及  び 装 置 ５～12年 

 車 輌 運 搬 具 ４～６年 

 工具器具 及び 備品 ２～15年 

(3）重要な引当金の計上基準  イ.貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、次のように計上しております  

  ａ.一般債権 

 実績繰入率による繰入額を計上して

おります。 

  ｂ.貸倒懸念債権及び破産更生債権  

 個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

 ロ.賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支出に備える

ため支給見込額に基づき計上してお

ります。 

 ハ. 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、計上してお

ります。 

 ニ.役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期

末支給見込額を計上しております。 

 イ.貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、次のように計上しております。 

 ａ.一般債権  

 実績繰入率による繰入額を計上して

おります。 

 ｂ.貸倒懸念債権及び破産更生債権 

 個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

 ロ.賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支出に備える

ため支給見込額に基づき計上してお

ります。 

 ハ. 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、計上してお

ります。 

 ニ.役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期

末支給見込額を計上しております。 

(4）重要なリース取引の処理

方法 

  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンスリ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンスリ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

(5）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための基本となる重要な

事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。 

 消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。 

５．中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の範

囲 

  中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から3ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

────── 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準）  

（自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準等の一部改正） 

 当中間連結会計期間より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 平成17年12

月9日）並びに改正後の「自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 最終改正平成18

年８月11日 企業会計基準第１号）及び

「自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 最終改正平成18年８月11日 

企業会計基準適用指針第２号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 これまでの資本の部の合計に相当する

金額は2,934,378千円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の純資産の部について

は、中間連結財務諸表等規則の改正に伴

い改正後の中間連結財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は

ありません。 

 ───────── 

      



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※1.有形固定資産の減価償却累計額  389,114千円 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額  388,483千円  

 ───────── ※2.担保提供資産及び対応債務 

   担保に供している資産並びに対応する債務は以下の通り

であります。 

  担保資産 

  投資有価証券             5,640,000千円

 対応する債務 

 オリオン・キャピタル・マネジメント株式会社の借入金  

                                        2,800,000千円

 なお、当該担保提供投資有価証券は、株式会社サクラダの

企業再生支援の一環として行われたファイナンスに係るも

のであり、これに対応する当社の債務はありません。 

  3.受取手形裏書譲渡高     23,814千円 

  

 ※4. 中間期末日満期手形 

   中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理しております。なお、当中間会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が

中間期末残高に含まれております。 

  受取手形  22,690千円 

  支払手形  18,964千円 

  

 ※5. 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金

額的重要性が乏しいため、流動資産の「その他」に含めて

表示しております。 

  3.受取手形裏書譲渡高        18,994千円 

  

 ───────── 

  

  

  

  

  

  

  

 ───────── 



（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 ※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は 

    次のとおりであります。 

  役員報酬            35,490千円 

  給与賃金            33,819 

  支払手数料            45,735 

  貸倒引当金繰入           29 

  賞与引当金繰入          1,254 

  役員退職慰労引当金繰入       2,932 

 ※2.減損損失 

   当中間会計期間において、当社グループは以下の資   

    産グループについて減損損失を計上しました。 

  

場所 用途 種類 

本社 

（東京都港区） 

  

統括及び販売業務施設 

  

建物附属設備、工具

器具備品 

小山工場 

（栃木県小山市） 

  

産業用照明器具及び電

気工事材製造設備 

  

工具器具備品 

  

 当社グループは、主として事業用資産については管理会

計上の区分に基づいてグルーピングしており、本社及び営

業部門における資産については共用資産としております。 

 また、遊休資産については各物件を一単位としてグルー

ピングをしております。 

  当社の電気事業は継続して営業キャッシュ・フローがマ

イナスであるため、上記のとおり、本社及び小山工場を含

む資産グループに関して、回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（9,654千円）として特別損失に計上しま

した。その内訳は、建物附属設備2,893千円、工具器具備品

6,760千円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額

（処分見込み価額から処分費用見込み額を控除した額）に

より算定しております。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   (注)  1.普通株式の発行済株式数の増加19,291千株は、新株予約権の行使によるものであります。 

      2.普通株式数の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

     ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

(注) 1. 2007年3月満期新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の行使価額の調整によるものでありま

す。 

2. 2007年4月満期新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の発行66,889千株及び行使価額の調整に

よるもの16,931千株であります。 

     3. 2007年4月満期新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

     4. 上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

  

    ３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

 当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式    （注）1 261,634 19,291 ― 280,926 

合計 261,634 19,291 ― 280,926 

自己株式     

普通株式    （注）2 64 2 ― 66 

合計 64 2 ― 66 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当中間連
結会計期
間末残高 
（千円） 

前連結会
計年度末 

当中間連
結会計期
間増加 

当中間連
結会計期
間減少 

当中間連結
会計期間末 

 提出会社 

（親会社） 

2007年2月満期新株予約権 普通株式 782 － － 782 845 

2007年3月満期新株予約権(注)1 普通株式 8,831 4,415 － 13,247 6,200 

2007年4月満期新株予約権(注)2・3 普通株式 － 83,821 19,291 64,529 30,200 

合計 － 24,436 88,237 19,291 93,382 37,245 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 133,136千円 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
―  

現金及び現金同等物 133,136千円 



（有価証券関係） 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

（デリバティブ取引関係） 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 

至平成18年３月31日） 

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

 該当事項はありません。 

  取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表 
計上額（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 2,513,299 2,913,428 400,128 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

合計 2,513,299 2,913,428 400,128 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式 300 

合計 300 

  取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 2,013,299 5,655,563 3,642,263 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

合計 2,013,299 5,655,563 3,642,263 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式 300 

非上場新株予約権証券 ― 

合計 300 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品又は事業内容 

(１)電機事業・・・・・・・・産業用照明器具・電機工事材・制御機器 

(２)投資事業・・・・・・・・有価証券の保有及び運用 

３．営業費用のうち、消却又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（196,365千円）の主なものは、親会社本

社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 

  

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

  （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

     ２．各区分の主な製品又は事業内容 

      (１)電機事業・・・・・・・・産業用照明器具・電機工事材・制御機器 

      (２)投資事業・・・・・・・・有価証券の保有及び運用 

     ３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、406,214千円であり、親会社本社の総務部門 

      等管理部門に係る資産であります。 

     ４．当連結会計年度は、連結貸借対照表のみを作成しているため、売上高及び営業損益、減価償却費及び資本的

      支出については記載しておりません。 

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 当中間連結会計期間においては、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がない

ため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当連結会計年度においては、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないた

め、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 当中間連結会計期間は海外売上高がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当連結会計年度は海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 
電機事業 
（千円） 

投資事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 338,348 ― 338,348 ― 338,348 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 338,348 ― 338,348 ― 338,348 

   営業費用 288,535 6,116 294,651 202,481 497,133 

   営業利益又は営業損失（△） 49,812 △6,116 43,696 △202,481 △158,785 

 
電機事業 

(千円） 

 投資事業 
 (千円） 

計 
（千円） 

 消去又は全社 
（千円） 

 連結 
（千円） 

資産 317,797 5,655,863 5,973,660 406,214 6,379,874 

減価償却費  ― ― ― ― ― 

資本的支出 ― ― ― ― ― 



（１株当たり情報） 

 （注）1.１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

        2. 前連結会計年度は、連結貸借対照表のみを作成しているため、1株当たり当期純損失は記載しておりません。

   3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 10円 45銭

１株当たり中間純損失 0円 68銭

１株当たり純資産額 17円 33銭

１株当たり当期純損失 ──  

  なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、新株予約権

等の残高はありますが、中間純損失

が計上されているため記載をしてお

りません。 

  

  
当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

中間純損失（千円） 177,032 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 

普通株式に係る中間（当期）純損失 

（千円） 
177,032 

期中平均株式数（千株） 262,201 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

  旧商法第280条ノ20及び旧

商法第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権（ストックオ

プション）1種類(新株予約権

の数14,822個)及び旧商法第

280条ノ20の規定に基づく新

株予約権3種類(新株予約権の

数186.2282個) 

  
当中間連結会計期間末 

平成18年9月30日 

前連結会計年度末 

平成18年3月31日 

 純資産の部の合計額（千円） 2,974,623 ― 

 純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
40,245 ― 

 （うち新株予約権） (37,245)                                (―) 

 （うち少数株主持分） (3,000)                                (―) 

 普通株式に係る中間期末の純資産額 

（千円） 
2,934,377 ― 

 １株当たり純資産額の算定に用いられ

た中間期末の普通株式の数（千株） 
280,859 ― 



（重要な後発事象） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ─────────  １．平成18年3月30日開催当社取締役会の決議に基づ

き、平成18年4月17日に森電機株式会社2007年4月満期新

株予約権の発行を行いました。その概要は以下の通りで

あります。  

Ⅰ.新株予約権発行の目的 

株式会社サクラダ事業再生支援資金及び当社運転資

金に充当することを目的としております。  

Ⅱ.新株予約権発行の要領  

 (ア)新株予約権の名称 

   森電機株式会社2007年4月満期新株予約権 

 (イ)新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

当社普通株式 55,555,400株 （新株予約権1個に

つき277,777株） 

 (ウ)発行する新株予約権の総数 200個 

 (エ)新株予約権の発行価額 1個につき200,000円 

 (オ)新株予約権の発行価額の総額 総額40,000,000円 

 (カ)発行地 香港 

 (キ)募集の方法 第三者割当による 

 (ク)新株予約権の割当先及び割当数 

   Pavilion Investment Group Limited  200個 

 (ケ)申込期日 平成18年4月17日 （香港時間） 

 (コ)払込期日 平成18年4月17日 （香港時間） 

 (サ)発行日 平成18年4月17日 （香港時間） 

 (シ)新株予約権の行使の際の払込金額 

  ①行使価額 1個につき10,000,000円 （1株につき

36円） 

  ②割当株式数の調整 

本項③又は④に従い、行使価額の調整がなされた

場合、割当株式数は、次の算式により調整され

る。 

但し、1株未満の端数が生じたときは、これを切り

捨てる。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式 × 
調整前行使価額 

調整後行使価額 

 上記算式における調整前行使価額及び調整後行使

価額は、本項③に定める調整前行使価額及び調整

後行使価額又は本項④に定める行使価額及び修正

後行使価額とする。 

 



当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ─────────   ③行使価額の調整 

行使価額は、本新株予約権の発行後、当社が普通

株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社

普通株式を発行又は処分する場合には、（ただ

し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換

できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）の転換又は行使による場合を除く。）、

次の算式により調整される。尚、次の算式におい

て「既発行株式数」は当社の発行済株式総数（但

し、当社普通株式に係る自己株式数を除く）をい

う。 

 

さらに、行使価額は、当社普通株式の分割・併合

等一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

  ④行使価額の修正 

本新株予約権の発行後、行使価額は、本新株予約

権の行使の請求（以下「行使請求」という。）が

行われた日において、行使請求が行われた日の前

日（以下「決定日」という。）までの５連続取引

日（ただし、株式会社東京証券取引所における当

社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含

む）がない日は除き、決定日が取引日でない場合

には、決定日の直前取引日までの４連続取引日と

する。以下「時価算定期間」という。）の各取引

日の株式会社東京証券取引所における当社の普通

株式の普通取引の終値（気配表示を含む）の平均

値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を切り上げる。）に修

正（以下、修正された行使価額を「修正後行使価

額」という。）される。但し、かかる算出の結

果、修正後行使価額が54円（以下「上限行使価

額」という。但し、本項③による調整を受け

る。）を上回ることとなる場合には、修正後行使

価額は上限行使価額とし、修正後行使価額が18円

（以下「下限行使価額」という。但し、本項③に

よる調整を受ける。）を下回ることとなる場合に

は、修正後行使価額は下限行使価額とする。な

お、時価算定期間内に、行使価額の調整事由が生

じた場合には、修正後行使価額は、本新株予約権

の要項に従い当社が適当と判断する値に調整され

る。 

    
既発行
株式数

＋

新発行・ 
処分株式数  × 

１株当たりの
発行・処分価額 

調整後
行使価
額 

＝
調整前
行使価額

×
1株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

  (ス)新株予約権の行使の際の払込金額の総額 

2,000,000,000円 

 (セ)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額 

1個につき10,200,000円 

 



当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ─────────  (ソ)新株予約権の行使により発行する株式の発行総額 

2,040,000,000円 

  (タ)新株予約権行使により株式を発行する場合の株式

の発行価額中の資本組入額 

本新株予約権行使により発行される株式の発行価

額に０.５を乗じた金額とし、計算の結果１円未満

の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるも

のとする。 

 (チ)新株予約権の行使期間 

平成18年4月17日から平成19年4月17日まで 

 (ツ)新株予約権の行使の条件 本新株予約権1個の一部

行使はこれを認めない。 

  (テ)新株予約権の消却事由及び消却の条件 

①当社は、本新株予約権の発行日の翌日以降、当社

取締役会が必要と認めた場合には、消却日に先立

つ２週間前までに、本新株予約権者に対して事前

通知を行った上で（且つ、本新株予約権につき新

株予約権証券が発行されている場合は、公告を行

った上で）、残存する本新株予約権の全部又は一

部を消却することができる。 

②当社は、当社が吸収合併による消滅、並びに株式

交換により他の会社の完全子会社となることを当

社の株主総会で決議した場合、当該効力発生日以

前に、残存する本新株予約権の全部を消却するこ

とができる。 

③当社は、上記①又は②により本新株予約権の消却

を行う場合、本新株予約権者に対し、本新株予約

権１個に対し当初の新株予約権１個の発行価額相

当額を対価として支払うものとする。 

 (ト)譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の

承認を必要とするものとする。 

 (ナ)新株予約権証券の発行 

新株予約権証券は新株予約権者の請求があるとき

に限り、当社はこれを発行する。 

 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ─────────  (ニ)新株予約権の発行価額及び新株予約権の行使の際

の払込金額の算定方法 

新株予約権は、行使価額が当社の株価により修正

され、また部分行使が可能であること、任意の時

点において発行価額と同額の対価をもって消却で

きるものとされていることから、新株予約権の発

行価額を決定するにあたりオプション算定モデル

であるブラック・ショールズ・モデルは適切でな

いと判断し、新株予約権の発行決議に先立つ当社

普通株式の株価、売買出来高の実績、当社の資産

状態、収益状況、発行済株式数等の諸事情を総合

的に勘案の上、新株予約権の発行により企図され

る目的が達成される限度で、新株予約権１個の発

行価額を200,000円とした。また、2006年3月30日

（木）の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値の90%に相当する36円を基

準とし、それを新株予約権の１株あたりの行使の

際の払込金額として設定した。 

 (ヌ)新株予約権の行使請求場所及び払込取扱場所 

行使請求受付場所 当社（本社総務部） 

払込取扱場所   株式会社みずほ銀行渋谷支店 

 (ネ)行使によって交付された株式の配当起算日  

本新株予約権の行使により交付される当社普通株 

式に対する最初の利益配当金又は中間配当金は、

本新株予約権の行使がなされた時の属する配当計

算期間の期首に本新株予約権の行使の効力が発生

したものと看做してこれを支払う。 

 (ノ)本新株予約権の申込が発行総数に達せざるとき

は、申込数をもって本新株予約権の総数とする。 

 (ハ)その他本新株予約権に関し必要な一切の事項の決

定は、当社代表取締役に一任する。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１．現金及び預金   80,601     130,136     357,119     

２．受取手形 ※4  101,097     125,641     87,476     

３．売掛金   131,854     98,724     119,037     

４．たな卸資産   75,447     104,433     101,408     

５．その他 ※3  36,541     12,518     24,732     

  貸倒引当金   △264     △248     △219     

流動資産合計     425,278 83.8   471,205 15.5   689,554 25.2 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１                   

 (1)建物   2,240     －     －     

 (2)その他   25,688     26,389     27,020     

    27,929     26,389     27,020     

２．無形固定資産   2,195     2,195     2,195     

３．投資その他の資産                     

(1）投資有価証券   50,433     13,728     15,863     

(2)その他の関係会社

有価証券 
  －     2,500,000     2,000,000     

(3）長期未収入金   198,739     －     －     

(4) 長期滞留債権   －     199,739     199,739     

(5）その他   19,992     37,588     19,472     

 貸倒引当金   △216,992     △216,962     △216,972     

計   52,174     2,534,094     2,018,103     

固定資産合計     82,299 16.2   2,562,680 84.5   2,047,319 74.8 

資産合計     507,577 100.0   3,033,886 100.0   2,736,874 100.0 

                      

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．支払手形 ※4  98,909     109,976     99,923     

２．買掛金   59,456     73,404     71,274     

３．未払金   27,606     －     88,598     

４．賞与引当金   1,184     1,900     1,900     

５．その他   4,106     44,006     18,482     

流動負債合計     191,263 37.7   229,287 7.6   280,178 10.2 

Ⅱ 固定負債                     

１．新株予約権   －     －     7,045     

２．退職給付引当金   31,718     22,833     27,075     

３．役員退職慰労 

    引当金 
  36,430     41,695     39,563     

４．その他   7,564     5,312     7,261     

固定負債合計     75,713 14.9   69,841 2.3   80,945 3.0 

負債合計     266,977 52.6   299,129 9.9   361,124 13.2 

                      

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比

（％）

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     442,723 87.2   － －   1,619,200 59.2 

Ⅱ 資本剰余金                     

資本準備金   220,375     －     1,396,852     

資本剰余金合計     220,375 43.4   － －   1,396,852 51.0 

Ⅲ 利益剰余金                     

中間（当期)未処理

損失 
  421,502     －     △640,221     

利益剰余金合計     △421,502 △83.0   － －   △640,221 △23.4 

Ⅳ その他有価証券評価 

差額金 
    211 0.0   － －   1,342 0.1 

Ⅴ 自己株式     △1,207 △0.2   － －   △1,423 △0.1 

資本合計     240,600 47.4   － －   2,375,749 86.8 

負債資本合計     507,577 100.0   － －   2,736,874 100.0 

                      

 （純資産の部）                     

 Ⅰ株主資本                     

 １．資本金     － －   1,869,100 61.5   － － 

 ２．資本剰余金                    

   (1)資本準備金   －     1,646,752     －     

  資本剰余金合計     － －   1,646,752 54.3   － － 

 ３．利益剰余金                    

    (1)その他利益剰余金                     

  繰越利益剰余金   －     △816,919     －     

  利益剰余金合計     － －   △816,919 △26.9   － － 

 ４．自己株式     － －   △1,497 △0.0   － － 

 株主資本合計     － －   2,697,435 88.9   － － 

 Ⅱ評価・換算差額等                    

  その他有価証券 

           評価差額金 
    － －   76 0.0   － － 

 評価・換算差額等   

合計 
    － －   76 0.0   － － 

 Ⅲ 新株予約権     － －   37,245 1.2   － － 

 純資産合計     － －   2,734,757 90.1   － － 

 負債純資産合計     － －   3,033,886 100.0   － － 



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   310,169 100.0 338,348 100.0   629,802 100.0 

Ⅱ 売上原価   232,781 75.0 255,546 75.5   467,788 74.3

売上総利益   77,387 25.0 82,801 24.5   162,014 25.7

Ⅲ 販売費及び一般  
管理費 

  195,130 62.9 241,264 71.3   471,718 74.9

営業損失   117,742 △37.9 158,462 △46.8   309,704 △49.2

Ⅳ 営業外収益         

１.受取利息   0   13 1   

２.その他   267 268 0.1 1,624 1,638 0.5 596 597 0.1

Ⅴ 営業外費用         

１.支払利息及び  
割引料 

  159   339 576   

２.株式交付費   －   9,790 8,037   

３.社債発行費等   －   485 2,545   

４.その他   278 438 0.2 262 10,879 3.3 3,036 14,196 2.2

経常損失   117,912 △38.0 167,703 △49.6   323,303 △51.3

Ⅵ 特別利益   7,100 2.3 1,910 0.6   6,976 1.1

Ⅶ 特別損失         

１.減損損失 ※2  58,883   9,654 66,263   

２.その他   － 58,883 19.0 － 9,654 2.9 4,573 70,836 11.3

税引前中間 
（当期）純損失 

  169,696 △54.7 175,447 △51.9   387,164 △61.5

法人税、住民税
及び事業税 

  1,251   1,251 2,502   

法人税等調整額   － 1,251 0.4 － 1,251 0.3 － 2,502 0.4

中間（当期） 
純損失 

  170,947 △55.1 176,698 △52.2   389,666 △61.9

前期繰越損失   250,554 －   250,554 

   中間（当期）  
未処理損失 

  421,502 －   640,221 



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）          

                          

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金  利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
資本準備金 

その他利益 

剰余金 

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高（千円） 1,619,200 1,396,852 △640,221 △1,423 2,374,407 

中間会計期間中の変動額      

新株の発行 249,899 249,899     499,799 

中間純利益     △176,698   △176,698 

自己株式の取得       △74 △74 

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額） 

          

中間会計期間中の変動額合計（千円） 249,899 249,899 △176,698 △74 323,027 

平成18年９月30日 残高（千円） 1,869,100 1,646,752 △816,919 △1,497 2,697,435 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

平成18年３月31日 残高（千円） 1,342 7,045 2,382,795 

中間会計期間中の変動額    

新株の発行     499,799 

中間純利益     △176,698 

自己株式の取得     △74 

株主資本以外の項目の中間会計期間
中の変動額（純額） 

△1,265 30,200 28,934 

中間会計期間中の変動額合計（千円） △1,265 30,200 351,961 

平成18年９月30日 残高（千円） 76 37,245 2,734,757 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため、中間キャッシュ・フロー計算書は作

成しておりません。 
 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約キャ
ッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１．税引前中間（当期）純損失 △169,696 △387,164 

２．減価償却費 908 1,817 

３．投資有価証券売却損益 － 4,573 

４．減損損失  58,883 66,263 

５．賞与引当金の増減額（減少△） 480 1,196 

６．退職給付引当金の増減額（減少△） △4,826 △9,469 

７．貸倒引当金の増減額（減少△） △6,911 △6,976 

８．役員退職慰労引当金の増減額（減少△） 2,932 6,065 

９．受取利息及び受取配当金 △8 △32 

10．支払利息 159 576 

11．新株予約権発行費 － 2,545 

12．新株発行費 － 8,037 

13．社債発行費 － 2,900 

14．売上債権の増減額（増加△） 1,699 28,137 

15．たな卸資産の増減額（増加△） △11,670 △37,630 

16．仕入債務の増減額（減少△） △1,524 11,307 

17．未払消費税等の増減額（減少△） 1,935 △4,875 

18．その他流動資産の増減額（増加△） △18,390 229 

19．その他固定資産の増減額（増加△） － △480 

20．その他流動負債の増減額（減少△） 11,346 73,193 

 小計 △134,682 △239,784 

21．利息及び配当金の受取額 8 32 

22．利息の支払額 △159 △576 

23．法人税等の支払額 △2,502 △2,502 

営業活動によるキャッシュ・フロー △137,335 △242,831 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約キャ
ッシュ・フロー計算書 
（自 平成17年4月１日 

至 平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１．有形固定資産の取得による支出 △1,378 △8,758 

２．投資有価証券の取得による支出 △45,424 △2,045,424 

３．投資有価証券の売却による収入 － 31,904 

投資活動によるキヤッシュ・フロー △46,803 △2,022,278 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１．新株発行による収入 － 1,320,000 

２．自己株式の取得による支出 △168 △384 

３．新株予約権の発行による収入 － 40,000 

４．新株予約権付社債の発行による収入 － 1,000,000 

５．新株予約権発行費の支出  － △1,213 

６．長期未払金の支払による支出 － △2,160 

７．その他  △1,080 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,248 2,356,242 

  
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 

－ － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△減少) △185,386 91,132 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 265,988 265,988 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間（期末）残高 ※ 80,601 357,120 

    



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 当社は、本業の電機事業において、売上高

は３億１千万円（対前年同期比95.8％）に

減少し、営業損失を１億１千７百万円（対

前年同期比127.2％）計上することとなりま

した。 

 その結果、当中間会計期間においても、営

業損失が継続的に発生しており、また、当

中間会計期間の営業キャッシュ・フローは

１億３千７百万円のマイナスとなっており

ます。 

 これらの状況により、当社は、継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在してお

ります。 

 当社は、当該状況を解消すべく下記の通

り対応しております。従いまして、中間財

務諸表は継続企業を前提に作成されており

このような重要な疑義の影響を財務諸表に

は反映しておりません。 

 当社は、本業の電機事業において、中間期3

億3千8百万円(対前年同期比9%増）の売上高

を計上しておりますが、固定費の増加により

当中間期においても1億5千8百万円の営業損

失を計上しております。また、営業キャッシ

ュ・フローも毎期継続的にマイナスとなって

おり当中間期も2億6千万円のマイナスとなっ

ております。 

 これらの状況により、当社は、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく下記の通り

対応しております。従いまして、中間財務諸

表は継続企業を前提に作成されており、この

ような重要な疑義の影響を財務諸表には反映

しておりません。 

 当社は、毎期継続的に多額の営業損失

を計上しており、当事業年度末も3億9百

万円の営業損失を計上しております。ま

た、営業キャッシュ・フローも毎期継続

的に多額のマイナスとなっており、当事

業年度末も2億4千2百万円のマイナスと

なっております。 

 このような状況により、当社は継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在して

おります。  

 当社は当該状況を解消すべく下記の通

り対応しております。従いまして、財務

諸表は継続企業を前提に作成されており

このような重要な疑義の影響を財務諸表

には反映しておりません。  

記 

１．経営計画の目的と施策 

① 財務体質の改善のための固定費の削減 

・社内生産の効率化と外部メーカーへの

生産委託による成果として、製造労務

費を対前年同期比で19.2％削減するこ

とができました。 

・今後は、原油価格の高騰や素材として

の一次産品の上昇が懸念されますが、

製品の改良改善や生産効率の向上に努

め、製造原価の低減を図ってまいりま

す。 

・全社の組織及びシステムの再検討を行

い組織の効率化と固定費の削減を推進

してまいります。 

記 

１．経営計画の目的と施策 

① 財務体質の改善のため資本増強及び固定

費の削減 

・経営基盤の安定を図るため、新株予約権

行使による増資を実施いたしました。 

・生産委託の本格推進と社内生産の更なる

効率化により、製造労務費を引き続き削

減してまいります。 

・懸念される材料費の上昇に対しては製品

の改良改善や生産の合理化に努め製造原

価の低減を図ってまいります。 

・全社の組織及びシステムの再検討を行い

組織の効率化を推進し固定費の削減を更

に推進してまいります。 

記  

 １．経営計画の目的と施策  

①財務体質の改善のための固定費の削減 

・生産委託の本格稼動と社内生産の効

率化により、製造労務費を引き続き

削減してまいります。 

・今後も懸念される材料費の上昇に対

しては、製品の改良改善や生産効率

の向上に努め原価低減を図ってまい

ります。 

・全社の組織及びシステムの再検討を

行い、組織の効率化と強化を推進し

てまいります。  

② 電機事業の再構築 

・産業用照明機器群の当事業年度上期の

売上高は同業他社の低価格攻勢により

対前年同期比10.8％の減少、もう一方

の主柱であります制御機器群は、新規

先開拓もでき15.8％の増加となりまし

た。今後は高付加価値商品たる産業用

照明機器群の価格維持を図ると共に新

規先に向け積極的に販売してまいりま

す。 

・不採算部門の縮小 

  赤字部門の電気工事材群の縮小は

完了しましたので、今後は現況を維

持していきます。 

② 電機事業の再構築 

・高付加価値商品の積極的推進 

 高付加価値商品である省エネ照明器

具の販売に注力しており、産業用照明

機器郡の当連結会計年度の売上高は、

対前年同期比18.9％ 増加いたしまし

た。しかし、制御機器郡は対前年同期

比81.5％となっております。今後とも

高付加価値商品については新規技術の

導入を検討し、積極的に販売戦略を展

開してまいります。 

 ・得意分野へのノウハウの活用 

  当社の創業以来の商品である産業用

照明機器郡は多大なノウハウが蓄積さ

れており、このノウハウを生かし他社

の商品開発（ＯＥＭ商品）や現行の商

品の改良改善を積極的に行って高品位

商品の提供を継続し、顧客満足度の向

上に努めながら、受注拡大を図ってま

いります。 

  ②電機事業の再構築  

・高付加価値商品販売の積極的推進 

 高付加価値商品である省エネ照明

器具の販売に注力しておりますが、

産業用照明機器群の当事業年度の売

上高は、対前年同期比9.4％の減少で

ありました。また、制御機器群は、

12.8％の増加となっております。今

後とも高付加価値商品を積極的に販

売してまいります。  

・得意分野へのノウハウの活用 

  当社の創業以来の商品である産業

用照明機器群は多大なノウハウが

蓄積されており、このノウハウを

活かし他社の商品開発（OEM商品）

や現行の商品の改良改善を積極的

に行い、受注に繋げて売上高の拡

大を図ります。  

  

  

  

  

  

  

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

・得意分野へのノウハウの活用 

当社の創業以来の商品である産業

用照明機器群は永年に亘り培われ

た技術力とノウハウが蓄積されて

おり、この技術力やノウハウを活

かして他社の商品開発（OEM商品）

や現行の商品の改良改善を積極的

に行い、受注に繋げて売上高の拡

大を図ります。 

② 事業再生投資の早期収益化 

事業再生投資につきましては、当社

は匿名組合を通じて株式会社サクラ

ダに再生スポンサーとして出資して

おり、この優先株式については将来

的には普通株式に転換して市場に売

却することにより利益に実現を図り

キャッシュ・フローの創造を行って

まいります。 

 ③事業再生投資の早期収益化  

 事業再生につきましては、当社

は匿名組合を通じて株式会社サク

ラダに再生スポンサーとして出資

しており、同社の優先株式を所有

しております。この優先株式につ

いては将来的には普通株式に転換

して市場に売却することにより利

益の実現を図ってまいります。 

＜当社経営計画の概要＞ 

（計画期間は平成17年4月から平成18年3月） 

  
平成17
年度上
期実績 

平成17
年度下
期計画 

平成17
年度見
込 

売上高 
(百万円) 

310 325 635 

営業利益 
(百万円) 

△117 △65 △182 

経常利益 
(百万円) 

△117 △100 △217 

当期  
純利益 
(百万円) 

△170 △102 △272 

＜当社グループ経営計画の概要＞ 

（計画期間は平成18年4月から平成19年3月） 

  
平成18
年度上
期実績 

平成18
年度下
期計画 

平成18
年度見
込 

売上高 
(百万円) 

338 338 676 

営業利益
(百万円) 

△158 △157 △315 

経常利益
(百万円) 

△167 △170 △338 

当期  
純利益 
(百万円) 

△176 △170 △347 

 <当社経営計画の概要>  

（計画期間は平成18年4月から平成19年3月） 

平成18
年度上
期計画 

平成18
年度下
期計画 

平成18
年度通
期 

売上高 
(百万円) 

310 330 640 

営業利益
(百万円) 

△100 △110 △210 

経常利益
(百万円) 

△115 △120 △235 

当期  
純利益 
(百万円) 

△120 △130 △250 

   

 平成17年度（平成17年４月から平成18

年３月）の計画においては、残念ながら

継続して営業損失が発生すると予想され

ますが全社一丸となり、なるべく早期に

黒字への転換がはかれるよう努力してま

いります。 

 平成18年度（平成18年４月から平成19年

３月）の計画においては、未だ残念ながら

営業損失の継続発生が予想されますが、当

社グループ一丸となり、なるべく早期に黒

字への転換がはかれるよう努力してまいり

ます。 

   平成18年度（平成18年４月から平成19

年３月）の計画においては、残念なが

ら継続して営業損失が発生すると予想

されますが、全社一丸となり、なるべ

く早期に黒字への転換がはかれるよう

努力してまいります。 

２．資金繰りについて 

 当社は、継続的に営業損失が発生して

いるため、資金繰りは赤字となっており

ます。 

 そこでこれを補うために保有有価証券

の売却、役員によるストックオプション

の行使および株主からの借入金により、

今期の営業活動に際し必要な資金は確保

される見込みであります。 

２．資金繰りについて 

 当社グループは、継続的に営業損失が発

生しており、資金繰りは赤字となっており

ました。 

 当中間期における現金及び現金同等物の

残高は1億3千万円であり、下半期において

も、新株予約権の行使による資金調達にて

営業活動に際し必要な資金を確保いたしま

す。 

 ２．資金繰りについて  

 当社は損失額が減少しているものの継

続的に営業損失が発生しているため、資

金繰りは赤字となっております。 

 当事業年度におきましては、新株予約権

等の発行・行使により、総額23億6千万円

の資金調達を行った結果、平成18年度期

首における現金および現金同等物の残高

は3億5千7百万円となり、今期営業活動に

際し必要な資金は確保されております。 

  



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び   

評価方法 

(1）有価証券 

① 関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

① 関連会社株式 

同左 

(1）有価証券 

① 関連会社株式 

同左 

  ② その他有価証券 

時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定しております） 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

     中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定しております） 

② その他有価証券 

時価のあるもの 

     決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定しております） 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

 なお、匿名組合出資につい

ては、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可能

な最近の決算報告書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り

込む方法によっております。

時価のないもの 

同左 

    

  

  

  

  

  

  (2）たな卸資産 

商品 

 先入先出法による原価法 

(2）たな卸資産 

商品 

同左 

(2）たな卸資産 

商品 

同左 

  製品・仕掛品・材料 

 移動平均法による原価法 

製品・仕掛品・材料 

同左 

製品・仕掛品・材料 

同左 

  貯蔵品 

 最終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

   なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。 

建物       10年～60年 

機械装置     ５年～12年 

    

  

  

３．繰延資産の処理方法 新株発行費については支出時に全

額費用として処理しております。 

株式交付費、社債発行費等は支出

時に全額費用として処理しており

ます。 

新株発行費、社債発行費につい

ては支出時に全額費用として処

理しております。 

４．引当金の計算基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備え

るため、次のように計上してお

ります。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  ａ．一般債権 

 実績繰入率による繰入額を

計上しております。 

 ａ．一般債権 

 同左 

 ａ．一般債権 

 同左 

  ｂ．貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

 個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

 ｂ．貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

 同左 

 ｂ．貸倒懸念債権及び破産更生

債権 

 同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に

備えるため、支払見込額に基づ

き計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当中間会計期間末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間会計期間

末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、計上しております。 

  (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規定

に基づく、中間会計期間末支給

見込額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員に対する退職慰労金の支

出に備えるため、役員退職慰労

金規定に基づく期末支給見込額

を計上しております。 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンスリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

６．中間キャッシュ・フロー 

計算書(キャッシュ・フロ

ー計算書)における資金の

範囲 

 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同

等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資から

なっております。 

─────  キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からな

っております。 

７．その他中間財務諸表（財務

諸表）作成のための基本と

なる重要な事項 

(イ）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

(イ）消費税等の会計処理 

同左 

(イ）消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより、営業損失及び経常損失

はそれぞれ3,058千円減少し、税引前中間

純損失は55,825千円増加しております。 

   なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産

の金額から直接控除しております。 

  ────────── 

 ────────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準） 

   (自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準等の一部改正） 

 当中間会計期間より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月9日）並びに改正後の「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 最終

改正平成18年8月11日 企業会計基準第

1号）及び「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会適用指針大2号）

を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は2,697,512千円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。これによ

り、営業損失及び経常損失はそれぞれ7,105

千円減少し、税引前中間純損失は59,158千

円増加しております。    

  なお、減損損失累計額については、改正

後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。  

  

  

  

  ────────── 



表示方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

（中間貸借対照表） 

1.「投資有価証券」は、前中間会計期間において投資その他の資産

の「その他」に含めて表示しましたが、当中間会計期間末において

資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しました。 

2.「未払金」は、前中間会計期間まで、流動負債の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において負債及び資

本の合計額の100分の５を超えたため区分掲記しました。 

（中間貸借対照表） 

 1.前中間会計期間まで区分掲記しておりました「建物」（当中間期末

の残高は2,121千円）は、当中間期末において資産総額の100分の5以下

となったため、有形固定資産の「その他」に含めて表示することとしま

した。 

2.前中間会計期間まで区分掲記しておりました「未払金」（当中間

期末の残高は28,412千円）は、当中間期末において負債純資産の総

額の100分の5以下となったため、流動負債の「その他」に含めて表

示することとしました。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

   387,574千円 

  ２．受取手形裏書譲渡高 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

389,114千円 

  ２．受取手形裏書譲渡高 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

388,483千円 

  ２．受取手形裏書譲渡高 

                13,651千円 23,814千円 18,994千円 

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。 

  ────────── 

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。 

 ※４．中間期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中間期末

日満期手形が中間期末残高に含まれてお

ります。 

   受取手形 22,690 千円 

   支払手形 18,964 千円 

────────── 

  

  

  

  

      ────────── 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 １．減価償却実施額 

 有形固定資産          908千円 

※２．減損損失 

 当中間会計期間において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

 当社は、当期より減損会計を適用するこ

ととし、減損の兆候の有無について検討し

た結果、当社の電気事業は継続して営業キ

ャッシュフローがマイナスであるため、上

記の通り、本社及び小山工場を含む資産グ

ループに関して、回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（58,883千円）

として特別損失に計上しました。その内訳

は、建物附属設備32,827千円、機械及び装

置10,437千円、車両運搬具211千円、工具

器具備品14,686千円及び電話加入権720千

円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額

は正味売却価額（処分見込み価額から処分

費用見込み額を控除した額）により算定し

ております。 

場所 用途 種類 

 本社 

（東京都  

    港区） 

統括及び販

売業務施設  

建物附属設備、

車両運搬具、工

具器具備品及び

電話加入権  

 小山工場 

（栃木県 

  小山市） 

産業用照明

器具及び電

気工事材製

造設備  

建物附属設備、

機械及び装置、

車両運搬具、工

具器具備品及び

電話加入権  

 １．減価償却実施額 

 有形固定資産         630千円 

※２．減損損失 

 当中間会計期間において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

 当社は、主として事業用資産については

管理会計上の区分に基づいてグルーピング

しており、本社及び営業部門における資産

については共用資産としております。 

 また、遊休資産については各物件を一単

位としてグルーピングをしております。 

 当社の電気事業は継続して営業キャッシ

ュ・フローがマイナスであるため、上記の

通り、本社及び小山工場を含む資産グルー

プに関して、回収可能価格まで減額し、当

該減少額を減損損失（9,654 千円）として

特別損失に計上しました。その内訳は、建

物附属設備 2,893 千円、工具器具備

品 6,760 千円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額

は正味売却価額（処分見込み価額から処分

費用見込み額を控除した額）により算定し

ております。 

場所 用途 種類 

 本社 

（東京都 

    港区）

統括及び販

売業務施設 

建物附属設

備、車両運搬

具、工具器具

備品 

 小山工場 

（栃木県 

  小山市）

産業用照明

器具及び電

気工事材製

造設備  

工具器具備品 

 １．減価償却実施額 

有形固定資産      1,817千円 

 ※２．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しました。 

 当社は、当期より減損会計を適用するこ

ととし、減損の兆候の有無について検討し

た結果、当社の電気事業は継続して営業キ

ャッシュフローがマイナスであるため、上

記の通り、本社及び小山工場を含む資産グ

ループに関して、回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失（66,263千円）

として特別損失に計上しました。その内訳

は、建物附属設備32,827千円、機械及び装

置10,437千円、車両運搬具211千円、工具

器具備品22,066千円及び電話加入権720千

円であります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額

は正味売却価額（処分見込み価額から処分

費用見込み額を控除した額）により算定し

ております。 

場所 用途 種類 

 本社 

（東京都 

  港区）

統括及び販

売業務施設  

建物附属設備、

車両運搬具、工

具器具備品及び

電話加入権 

 小山工場 

（栃木県 

 小山市）

産業用照明

器具及び電

気工事材製

造設備  

工建物附属設

備、機械及び装

置、車両運搬

具、工具器具備

品及び電話加入

権 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注）増加株式数2千株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前事業年度末 
株式数（千株） 

当中間会計期間 
増加株式数（千株）

当中間会計期間 
減少株式数（千株） 

当中間会計期間末 
株式数（千株） 

普通株式 (注） 64 2 ― 66 

合計 64 2 ― 66 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）  

現金及び預金勘定 80,601千円 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
－  

現金及び現金同等物 80,601千円 

現金及び預金勘定 357,119千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
－  

現金及び現金同等物 357,119千円



（リース取引関係） 

 注記の対象とすべき重要性のあるリース取引はありません。なお、前中間会計期間および前事業年度においても

注記の対象とすべき重要性のあるリース取引はありません。 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度末（平成18年３月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

  

（持分法損益等） 

  取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 49,777 50,133 356 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

合計 49,777 50,133 356 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式 300 

非上場新株予約権証券 ― 

合計 300 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

関連会社に対する投資の

金額（千円） 
0 0 

持分法を適用した場合の

投資の金額（千円） 
－ － 

持分法を適用した場合の

投資利益又は投資損失の

金額（千円） 

－ － 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

      該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 1 円 23銭

１株当たり中間純損失  0 円 88銭

  

   

１株当たり純資産額  9円 08銭

１株当たり当期純損失  1円 97銭

 なお、潜在株式調整後１株当り中

間純利益については、新株予約権等

の残高はありますが、中間純損失が

計上されているため記載をしており

ません。 

  ──────────    なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、新株予約権

等の残高はありますが、当期純損失

が計上されているため記載をしてお

りません。  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純損失（千円） 170,947 － 389,666 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失 

（千円） 
170,947 － 389,666 

期中平均株式数（千株） 195,007 － 197,948 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

  商法第280条ノ20及

び商法第280条ノ21の

規定に基づく新株予約

権（ストックオプショ

ン）。新株予約権の目

的となる株式の数

14,822千株。 

  ────────   旧商法第280条ノ20

及び旧商法第280条ノ

21の規定に基づく新株

予約権（ストックオプ

ション）1種類（新株

予約権の数 14,822

個）及び旧商法第280

条ノ20の規定に基く新

株予約権2種類（新株

予約権の数35.2282

個） 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第97期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日関東財務局長に提出 

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

 事業年度（第97期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年12月５日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書

    平成18年12月１日

森電機株式会社       

  取締役会 御中   

  明誠監査法人   

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士 武田 剛    印

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士 田之倉 敦司 印

 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森電機株

式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月

30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、森電機株式会社及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期

間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を示して

いるものと認める。 

  

 追記情報 

  継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は営業損失が継続的に発生しており、また、当中間連結会計期間

の営業キャッシュ・フローはマイナスであることから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に

対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような

重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映していない。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

                                                   以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

    平成17年12月16日

森電機株式会社       

  取締役会 御中   

  明誠監査法人   

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士 武田 剛    印

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士 田之倉 敦司 印

 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森電機株

式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第97期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30

日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の

監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的

な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、森電機株式会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年4月1日から

平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は営業損失が継続的に発生しており、また、当中間会計期間の営業

キャッシュ・フローはマイナスであることから、継続企業に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計

画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響

を財務諸表には反映していない。 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中間会計期間から固定資産の減損

に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

                                                   以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

    平成18年12月１日

森電機株式会社       

  取締役会 御中   

  明誠監査法人   

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士 武田 剛    印

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士 田之倉 敦司 印

 当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている森電機株

式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第98期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30

日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の

監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的

な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、森電機株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1日から

平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

 追記情報 

  継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は営業損失が継続的に発生しており、また、当会計期間の営業キ

ャッシュ・フローはマイナスであることから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経

営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響

を財務諸表には反映していない。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

                                                   以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。 
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